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【 請 求 項 １ 】
　 サ ー バ と 、 当 該 サ ー バ か ら の 指 示 に 応 じ て 種 々 の 取 引 を 実 行 す る 自 動 取 引 装 置 と を 有 す
る 自 動 取 引 シ ス テ ム に お い て 、
　 前 記 自 動 取 引 装 置 は 、 画 面 を 表 示 す る 操 作 部 と 、 カ ー ド 挿 入 等 の 処 理 を 行 う 複 数 の ユ ニ
ッ ト と 、 前 記 操 作 部 及 び ユ ニ ッ ト を 制 御 す る 制 御 部 と を 有 し 、
　 前 記 制 御 部 は 、 前 記 操 作 部 へ の 入 力 に 基 づ き リ ク エ ス ト 前 記 サ ー バ に 送 信 し 、

前 記 サ ー バ 受 信 し 、 特 定 情 報 に 基 づ
き 、 前 記 操 作 部 に 画 面 を 表 示 後 に 前 記 ユ ニ ッ ト の 処 理 す る か 否 か を 判 断 す る こ と を
特 徴 と す る 自 動 取 引 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ２ 】
　 請 求 項 １ 記 載 の 自 動 取 引 シ ス テ ム に お い て 、
　 前 記 制 御 部 は 、 前 記 操 作 部 に 表 示 さ れ る 画 面 を 制 御 す る ブ ラ ウ ザ と 、 前 記 サ ー バ よ り

を 受 信 す る 通 信 制 御 部 と を 有 し 、
　 前 記 ブ ラ ウ ザ は 前 記 サ ー バ に よ っ て 作 成 さ れ る 画 面 デ ー タ を 前 記 操 作 部 に 表 示 す る こ と
を 特 徴 と す る 自 動 取 引 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ３ 】
　 請 求 項 １ 記 載 の 自 動 取 引 シ ス テ ム に お い て 、
　 前 記 制 御 部 は 、 前 記 操 作 部 に 表 示 さ れ る 画 面 を 制 御 す る ブ ラ ウ ザ と 、 前 記 サ ー バ よ り

を 受 信 す る 通 信 制 御 部 と を 有 し 、
　 前 記 通 信 制 御 は 、 前 記 サ ー バ よ り 受 信 す る デ バ イ ス 処 理 要 求 を 保 留 す る 保 留 キ ュ ー を
有 す る こ と を 特 徴 と す る 自 動 取 引 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ４ 】
　 請 求 項 ３ 記 載 の 自 動 取 引 シ ス テ ム に お い て 、
　 前 記 制 御 部 は 、 前 記 ブ ラ ウ ザ に 画 面 表 示 が 完 了 し た こ と に 基 づ い て 、 前 記 保 留 キ ュ ー に
保 留 し た 前 記 デ バ イ ス 処 理 要 求 で 指 定 さ れ る ユ ニ ッ ト の 処 理 を 実 行 す る こ と を 特 徴 と す る
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自 動 取 引 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ５ 】
　 請 求 項 １ 記 載 の 自 動 取 引 シ ス テ ム に お い て 、
　 前 記 サ ー バ は 、 前 記 自 動 取 引 装 置 よ り 受 信 す る 前 記 リ ク エ ス ト に 基 づ き 、 前 記 操 作 部 よ
り 表 示 さ れ る 画 面 を 生 成 す る と 共 に 、 前 記 ユ ニ ッ ト に て 実 行 さ れ る 契 機 を 示 す 前 記 特 定 情
報 を 含 む デ バ イ ス 処 理 要 求 を 前 記 自 動 取 引 装 置 に レ ス ポ ン ス す る こ と を 特 徴 と す る 自 動 取
引 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ６ 】
　 請 求 項 ３ 又 は ５ 記 載 の 自 動 取 引 シ ス テ ム に お い て 、
　 前 記 デ バ イ ス 処 理 要 求 は 、 前 記 複 数 の ユ ニ ッ ト の う ち １ つ の ユ ニ ッ ト の 種 類 を 示 す デ バ
イ ス 種 類 と 、 当 該 ユ ニ ッ ト で 処 理 さ れ る 情 報 を 示 す 処 理 内 容 と を 含 む こ と を 特 徴 と す る 自
動 取 引 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ７ 】
　 請 求 項 ６ 記 載 の 自 動 取 引 シ ス テ ム に お い て 、
　 前 記 制 御 部 は 、 前 記 デ バ イ ス 種 類 で 指 定 さ れ る ユ ニ ッ ト に 対 し て 前 記 処 理 内 容 を 実 行 す
る こ と を 特 徴 と す る 自 動 取 引 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ８ 】
　 請 求 項 １ 記 載 の 自 動 取 引 シ ス テ ム に お い て 、
　 前 記 特 定 情 報 は 、 前 記 ユ ニ ッ ト の 処 理 を 即 実 行 す る 又 は 前 記 操 作 部 へ の 画 面 表 示 完 了 後
に 前 記 ユ ニ ッ ト の 処 理 を 実 行 す る こ と を 示 す 情 報 で あ る こ と を 特 徴 と す る 自 動 取 引 シ ス テ
ム 。
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